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令和３年９月清須市議会定例会会議録 

 

 令和３年８月３０日、令和３年９月清須市議会定例会は清須市役所議事堂に招集された。 

１．開会時間 

   午前 ９時３０分 

 

２．出席議員 

   １番  松 岡 繁 知         ２番  山 内 徳 彦 

   ３番  冨 田 雄 二         ４番  下堂薗   稔 

   ５番  浅 野 富 典         ６番  松 川 秀 康 

   ７番  大 塚 祥 之         ８番  小 﨑 進 一 

   ９番  飛 永 勝 次        １０番  野々部   享 

  １１番  岡 山 克 彦        １２番  林   真 子 

  １３番  加 藤 光 則        １４番  高 橋 哲 生 

  １５番  八 木 勝 之        １６番  伊 藤 嘉 起 

  １７番  岸 本 洋 美        １８番  久 野   茂 

  １９番  白 井   章        ２０番  浅 井 泰 三 

  ２１番  成 田 義 之        ２２番  天 野 武 藏 

計  ２２名 

 

３．欠席議員 

な      し 

 

４．地方自治法第１２１条の規定により会議事件説明のために出席した者は次のとおりである。 

市 長  永 田 純 夫 

副 市 長  葛 谷 賢 二 

教 育 長 

代 表 監 査 委 員 

 齊 藤 孝 法 

黒 川 了 一 

企 画 部 長  河 口 直 彦 
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総 務 部 長  岩 田 喜 一 

危 機 管 理 部 長  丹 羽 久 登 

市 民 環 境 部 長  石 田  隆 

健 康 福 祉 部 長 兼 
企画部新型コロナウイルス 
ワ ク チ ン 接 種 対 策 監 

  
加 藤 久 喜 

建 設 部 長  永 渕 貴 徳 

会 計 管 理 者  吉 田  敬 

教 育 部 長  加 藤 秀 樹 

監 査 委 員 事 務 局 長  三 輪 晃 司 

企画部次長兼人事秘書課長  石 黒 直 人 

企画部次長兼企画政策課長  後 藤 邦 夫 

総務部次長兼財産管理課長  飯 田 英 晴 

総 務 部 次 長 兼 収 納 課 長  三 輪 好 邦 

建 設 部 次 長 兼 土 木 課 長  松 村 和 浩 

建設部次長兼都市計画課長  長 谷 川  久  高 

建 設 部 参 事  大 橋 秀 一 

建 設 部 参 事  兼 松 俊 彦 

企 業 誘 致 課 長  沢 田  茂 

総 務 課 長  楢  本  雄  介 

財 政 課 長  服 部 浩 之 

税 務 課 長  渡  辺  由 利 子 

危 機 管 理 課 長  舟 橋 監 司 

市 民 課 長  伊 藤 嘉 規 

保 険 年 金 課 長  篠 田 敬 幸 

生 活 環 境 課 長  所  邦 治 

産 業 課 長  梶 浦 庄 治 

西枇杷島市民サービスセンター所長  北 神 聖 久 

清洲市民サービスセンター所長  葛 山  悟 

春日市民サービスセンター所長  日 比 野  鋭  治 
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社 会 福 祉 課 長  鈴 木 許 行 

高 齢 福 祉 課 長  古  川  伊 都 子 

子 育 て 支 援 課 長  藏 城 浩 司 

健 康 推 進 課 長 兼 
新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 
ワ ク チ ン 接 種 対 策 室 長 

  
寺 社 下  葉  子 

新清洲駅周辺まちづくり課長  前 田 敬 春 

会 計 課 長  平 野 嘉 也 

学 校 教 育 課 長  吉 野 厚 之 

生 涯 学 習 課 長  辻  清 岳 

ス ポ ー ツ 課 長  浅 野 英 樹 

学校給食センター管理事務所長  吉 田  剛 

監 査 課 長  木 全 信 行 

 

５．本会議に職務のために出席した者の職、氏名 

議 会 事 務 局 長  栗 本 和 宜 

議 事 調 査 課 長  髙 山  敬 

議 事 調 査 課 係 長  鈴 木 栄 治 

 

６．会議事件は次のとおりである。 

  日程第 １ 会議録署名議員の指名について 

  日程第 ２ 会期の決定について 

  日程第 ３ 諸般の報告について 

  日程第 ４ 所信表明について 

  日程第 ５ 選挙第 ５号 清須市選挙管理委員会委員及び同補充員の選挙について 

  日程第 ６ 同意第 ２号 副市長の選任について 

  日程第 ７ 同意第 ３号 教育委員会委員の任命について 

  日程第 ８ 同意第 ４号 教育委員会委員の任命について 

  日程第 ９ 同意第 ５号 公平委員会委員の選任について 

  日程第１０ 同意第 ６号 公平委員会委員の選任について 
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  日程第１１ 同意第 ７号 公平委員会委員の選任について 

  日程第１２ 同意第 ８号 監査委員（識見を有する者）の選任について 

  日程第１３ 認定第 １号 令和２年度清須市一般会計決算認定について 

  日程第１４ 認定第 ２号 令和２年度清須市国民健康保険特別会計決算認定について 

  日程第１５ 認定第 ３号 令和２年度清須市介護保険特別会計決算認定について 

  日程第１６ 認定第 ４号 令和２年度清須市後期高齢者医療特別会計決算認定について 

  日程第１７ 認定第 ５号 令和２年度清須市水道事業決算認定について 

  日程第１８ 認定第 ６号 令和２年度清須市下水道事業決算認定について 

  日程第１９ 議案第３７号 清須市個人情報保護条例及び清須市行政手続における特定の個 

               人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番 

               号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正す 

               る条例案 

  日程第２０ 議案第３８号 清須市税条例の一部を改正する条例案 

  日程第２１ 議案第３９号 清須市子ども医療費支給条例の一部を改正する条例案 

  日程第２２ 議案第４０号 令和２年度清須市水道事業未処分利益剰余金の処分について 

  日程第２３ 議案第４１号 令和３年度清須市一般会計補正予算（第６号）案 

  日程第２４ 議案第４２号 令和３年度清須市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）案 

  日程第２５ 議案第４３号 令和３年度清須市介護保険特別会計補正予算（第１号）案 

  日程第２６ 議案第４４号 令和３年度清須市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

               案 

  日程第２７ 報告第 ６号 令和２年度清須市決算の健全化判断比率等について 

  日程第２８ 報告第 ７号 尾張土地開発公社令和２年度決算に関する書類について 

  日程第２９ 発議第 １号 定数改善計画の早期策定・実施と義務教育費国庫負担制度の堅 

               持及び拡充を求める意見書（案） 

 

（ 傍聴者 なし ） 
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（ 時に午前 ９時３０分 開会 ） 

議  長（八木 勝之君） 

 おはようございます。 

 定刻になりましたので、令和３年９月清須市議会定例会を開会いたします。 

 ただいまの出席議員は、２２名でございます。 

 これより本日の会議を開きます。 

 今回の本会議におきましては、新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊急事態宣言が発令中です

ので、全般にわたり円滑な議会運営に御協力いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第８０条の規定により、１８番久野議員、１９番白井議員を指名

いたします。 

 日程第２、会期の決定についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 本定例会の会期は、本日から９月２４日までの２６日間といたしたいと思いますが、これに御

異議ございませんか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

議  長（八木 勝之君） 

 異議なしと認めます。 

 よって、本定例会の会期は、本日から９月２４日までの２６日間に決定いたします。 

 日程第３、諸般の報告をいたします。 

 議会閉会中の動向について報告いたします。 

 お手元に配付してあります議員活動状況報告書のとおりでありますので、朗読は省略いたしま

す。 

 この議員活動状況報告書の中で主なものにつきましては、７月３０日に瀬戸市において尾三

１１市議会議長協議会が開催され、議長と副議長が出席いたしました。会議では、尾三１１市議

会議員合同研修会について協議され、令和４年度以降休止することが決定されましたことを報告

いたします。関係資料につきましては、事務局に保管してありますので、お願いいたします。 
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 また、監査委員から、地方自治法第２３５条の２第３項の規定により、令和３年５月分から

７月分までの例月出納検査の結果について及び同法第１９９条第９項の規定により、財政援助団

体の監査結果報告が議長宛てに提出されておりますので、受理したことを報告します。朗読は省

略します。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

 日程第４、所信表明についてを議題といたします。 

 市政に対する所信表明を永田市長より受けます。 

 所信表明は、発言席でお願いいたします。 

 永田市長。 

＜ 市長（永田 純夫君）登壇 ＞ 

市  長（永田 純夫君） 

 おはようございます。 

 議長のお許しを頂きましたので、市長就任２期目にあたる御挨拶と今後の市政運営について所

信の一端を述べさせていただきます。 

 令和３年９月清須市議会定例会の開会にあたり、市政運営に対する所信を申し上げ、議員各位

並びに市民の皆様の御理解と御協力を賜りたいと存じます。 

 このたびの市長選挙におきましては、無投票という結果ではありましたが、市民の皆様から御

信任を賜り、引き続き、清須市長として市政を担わせていただくことになりました。ここに心か

ら厚く御礼申し上げますとともに、市民の皆様の期待の大きさに身の引き締まる思いでございま

す。 

 現在、コロナ禍という困難な状況の中ではありますが、市の行政運営の指針となる清須市第

２次総合計画で目標とする「水と歴史に織りなされた安心・快適で元気な都市」の実現に向けて、

総合計画で定める施策を着実に実行するとともに、今回の選挙で掲げた公約についてスピード感

を持って実施してまいります。 

 これから本格的に市政運営に取り組むにあたり、私の基本的な考え方を申し述べたいと存じま

す。 

 まず、初めに、安全・安心であります。 

 市民の皆様の生命と財産を守ることは市の第一の責務であり、治水・雨水対策が重要課題であ

ると考えております。近年多発している局所的豪雨による道路冠水や住宅浸水被害の軽減を図る
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ため、土田幹線をはじめとした雨水幹線の整備、配水ポンプ場の耐震・長寿命化、雨水貯留施設

の適正な管理を図るとともに、国や県と連携し、庄内川の枇杷島橋と五条川に架かる清洲橋の架

け替え及び水場川の改修による洪水対策を推進してまいります。 

 さらに、避難対策の強化を図るため、清洲庁舎跡地に避難場所と防災資機材等備蓄施設の機能

を持つ（仮称）五条川防災センターを整備いたします。 

 加えて、災害時に避難所となる体育館の良好な環境の確保を図るとともに、児童・生徒の十分

な体調管理を行う観点から、小中学校体育館に新たに空調設備を整備いたします。 

 また、災害対策基本法の改正に伴い、警戒レベル４の避難勧告と避難指示が避難指示に一本化

され、警戒レベル５を緊急安全確保とし、立ち退き避難が危険である場合に直ちに安全確保を促

すこととするなど、避難情報が改善されました。この避難情報等の防災情報や防犯情報など、市

民の皆様に正確かつ迅速に情報提供するために、すぐメール等の情報伝達手段の周知啓発を引き

続き実施してまいります。 

 また、適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻

な影響を及ぼすおそれがあり、そうした空家等を少しでも減らしていくことが全国的な課題とな

っております。地域住民の生命・身体・財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、

併せて、空家等の活用を促進するため所有者等に対する助言・指導を行い、適切な管理を促し、

安全で安心なまちづくりに努めてまいります。 

 ２点目は、子育て・教育であります。 

 本市の令和２年の出生率は、平成２９年以来再び愛知県内で第１位となりました。しかしなが

ら、令和２年の国勢調査の速報値の人口は平成２７年の国勢調査と比較して微増であり、人口増

加が頭打ちの状況になりつつあります。このような状況下において、若い子育て世代の方が安心

して妊娠・出産・育児ができる子育てのしやすい環境を整備することが重要となっています。 

 現在、中学校卒業までの子どもの入・通院に係る医療費の助成を行っていますが、入院にかか

る医療費の助成について、対象年齢を１８歳までに引き上げ、対象者の拡充を行うことで子育て

世代の経済的な負担の軽減を図ってまいります。 

 なお、このことにつきましては、本年１０月より実施できるよう関連予算案と条例改正案を今

定例会に提案いたしましたので、御審議賜りますようよろしくお願いをいたします。 

 また、保育園の入園及び児童館での放課後児童クラブの待機者ゼロを引き続き堅持するととも

に、高まる３歳未満児の保育ニーズに対応するため、民間の小規模保育園等の誘致を積極的に進
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めてまいります。 

 小中学校においては、令和２年度に導入した一人１台の端末及びＩＣＴ支援員を積極的に利活

用し、児童・生徒の情報活用能力の育成を図るとともに、子どもたちが安心して機器を使うこと

ができるように、情報セキュリティや情報モラルを含めたＩＣＴ教育の充実を図ってまいります。 

 加えて、小学校高学年で教科化された外国語教育につきましては、専科講師を追加で任用し、

基礎的な事項の習得、中学校への円滑な接続を図るため、小中学校間の連携を深めるとともに、

教員の指導力向上への支援にも努めてまいります。 

 ３点目は、健康・福祉であります。 

 初めに、新型コロナウイルス感染症についてであります。 

 この感染症は私たちの日常を一変させ、市政運営にも様々な影響を及ぼしました。議員各位並

びに市民の皆様には、感染拡大の防止に向けた本市の取組について御理解と御協力を賜りました

ことに心より厚く御礼を申し上げます。 

 また、一日も早くこの感染症を収束させるため、決め手となるワクチン接種につきましては、

国や県、医療機関と連携し、一日も早く希望する市民への接種を終えることができるように努め

てまいります。 

 加えて、基本的な感染予防対策である手指消毒やマスクの着用、三密の回避を引き続き周知す

るなど、感染症拡大の防止に全力で取り組んでまいります。 

 高齢者福祉につきましては、令和７年には、２０２５年問題である団塊の世代が７５歳以上と

なり、この高齢化社会の中で、高齢者をはじめ全ての市民の暮らしを地域全体で支え、誰もが健

やかにいきいきと暮らせるまちづくりを進めてまいります。 

 まずは、地域包括ケアシステムの中核を担う機関の充実を図り、高齢者やその家族の身近な存

在として寄り添った支援ができるよう、地域包括支援センターの機能を強化してまいります。 

 次に、認知症施策の推進として、認知症高齢者等に対する認知症高齢者個人賠償責任保険事業

を創設するなど、認知症高齢者やその家族が地域で安心して生活することができるよう努めてま

いります。 

 なお、このことにつきましても、本年１０月より実施できるよう、関連予算案を今定例会に提

案いたしましたので、御審議賜りますようよろしくお願いをいたします。 

 さらには、介護を受けながら安心して生活を送ることができるよう、先の任期期間中より建設

を進めております特別養護老人ホームの完成に向けて、引き続き整備を進めてまいります。 
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 また、障がい者の重度化・高齢化や親亡き後を見据え、障がいのある人が住み慣れた地域で自

分らしい暮らしを続けていけるよう、居住支援の機能を有する地域生活拠点等の整備に向けて関

係機関と協議を進め、障がいのある人もない人も共に地域で暮らしていける共生社会の実現を目

指してまいります。 

 ４点目は、便利・快適・観光であります。 

 本市は、さらなる活性化が期待される名古屋大都市圏の中で豊かな水辺空間を有しており、今

後のリニア中央新幹線の開業に伴い予想されるリニアインパクトや地域のニーズに対応するため

駅周辺を中心とする市街地整備が着実に進展し、土地の有効利用や安心で快適な生活基盤がつく

られるよう努めてまいります。 

 また、現在取り組んでおります名鉄名古屋本線新清洲駅付近鉄道高架事業をはじめ、枇杷島橋

や清洲橋の架け替えに伴う幹線道路の整備につきましては、国や県などと連携し、着実に進めて

まいります。 

 さらには、現在４か所で行われております土地区画整理事業につきましても早期完了を目指す

とともに、それ以外の地域におきましても、社会経済情勢の変化に的確に対応しつつ、地域に応

じた市街地整備を検討してまいります。 

 長年の本市の課題でありました斎苑の整備につきましては、施設周辺地区の皆様の御理解、御

協力により、本年６月１０日に供用を開始することができました。今後も引き続き、施設周辺の

環境整備に努めてまいります。 

 観光の振興において、本市は清洲城やキリンビール名古屋工場、あいち朝日遺跡ミュージアム

などの施設を有しており、加えて、新たに取り組む特産品開発や市内商工業事業者の製品及び技

術・サービスを紹介する新たなイベントの開催など、地域の活性化に取り組むことで市外来訪者

の滞在時間延伸と観光消費拡大に努めてまいります。 

 ５点目は、連携・行革であります。 

 全国的に少子高齢化が進展し、人口減少社会に移行する中にあっても、本市は高い出生率を誇

る元気なまちでありますが、高齢化率は徐々に上昇しており、令和７年をピークとして人口減少

局面に入ることが見込まれております。このような人口減少や高齢化の進展は地域経済の活力低

下、社会保障関連費の負担増など、今後の市民生活と市政運営に大きな影響を及ぼし得る課題で

あるとの認識の下、まちの活力を成長・発展させるために、未来への投資を着実に進めていくこ

とが必要であります。 
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 こうした状況の中、地域経済の活性化や就労の場を確保するため、市外企業の誘致や市内企業

の留置を進めてまいります。そのためには、国や県などの関係機関との連携を図り、企業の設備

投資の動向や企業用地の需要などに関する情報収集に努めるとともに、本市の立地環境の優位性

や利便性といった魅力を積極的に発信し、企業立地の促進に努めてまいります。 

 加えて、市内商工業の活性化に大きな役割を果たす市商工会につきましては、本市でも大きな

課題となっている事業継承や急速なデジタル化等産業構造の変化に対応した経営改善普及事業の

実施団体としてさらに連携を強化するとともに、市内企業や特産品の魅力を様々な媒体を活用し

て発信をしてまいります。 

 また、新型コロナウイルス感染症の影響が懸念される昨今、市民の皆様が各種申請や施設予約

などについてオンラインで行うことができる手続を拡充し、非対面・非接触を推奨することで新

型コロナウイルス感染症拡大の防止に努めるとともに、市民の皆様の利便性の向上に努めてまい

ります。 

 以上、市政に臨む基本的な考え方を申し述べました。この任期中に各施策の実現、もしくは実

施、または着手にめどがつくよう職員一丸となってスピード感を持って全力で取り組む所存でご

ざいます。 

 議員各位並びに市民の皆様には一層の御理解と御協力を賜りますよう重ねてお願い申し上げ、

私の所信表明といたします。 

 ありがとうございました。 

議  長（八木 勝之君） 

 この所信表明に対し質疑のある方は、９月１日正午までに発言通告書の提出をお願いし、９月

６日の本会議において質疑を行います。 

 お諮りいたします。 

 これより議案の審議に入りますが、日程第５、選挙第５号につきましては議会が行う選挙です

ので、委員会付託及び質疑・討論を省略し、本日、簡易表決により採決を行いたいと思います。 

 次に、日程第６、同意第２号から日程第２８、報告第７号までを一括議題とし、日程第６、同

意第２号から日程第１２、同意第８号までの案件につきましては人事案件でございますので、委

員会付託及び質疑・討論を省略し、本日採決いたしたいと思います。 

 また、日程第１３、認定第１号から日程第１８、認定第６号までの認定案件及び日程第２７、

報告第６号につきましては、代表監査委員から監査結果及び所見の報告を受けた後、担当部長よ
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り内容の説明を受けたいと思います。 

 日程第１９、議案第３７号から日程第２６、議案第４４号までの８議案につきましては、担当

部長から内容の説明を受けます。 

 日程第２７、報告第６号及び日程第２８、報告第７号の２案件につきましては報告案件ですの

で、担当部長より内容の報告を受けます。 

 日程第２９、発議第１号の意見書案につきましては、提出者から提案内容の説明を受けたいと

思います。 

 なお、日程第１３、認定第１号から日程第２６、議案第４４号までの１４案件及び日程第２９、

発議第１号につきましては、本日は提案理由及び内容説明を受けるのみで散会し、質疑のある方

は９月１日正午までに発言通告書を提出していただき、９月６日の本会議において質疑を行った

後、各常任委員会に審査を付託したいと思います。 

 以上のような進め方でございますが、これに御異議ございませんか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

議  長（八木 勝之君） 

 異議なしと認めます。 

 よって、ただいま申し上げました方法で行うことに決定いたします。 

 日程第５、選挙第５号 清須市選挙管理委員会委員及び同補充員の選挙についてを議題といた

します。 

 選挙管理委員会につきましては、委員４名と補充員４名で構成されておりますが、いずれも任

期が本年の９月１日までとなっております。選挙管理委員会委員につきましては、地方自治法の

規定により議会が選挙することになっております。 

 お諮りいたします。 

 選挙の方法につきましては、申合せ事項の規定により指名推選によりたいと思いますが、これ

に御異議ございませんか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

議  長（八木 勝之君） 

 異議なしと認めます。 

 よって、選挙の方法は指名推選によることに決定いたしました。 

 お諮りいたします。 
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 指名の方法につきましては議長において指名することにいたしたいと思いますが、これに御異

議ございませんか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

議  長（八木 勝之君） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議長において指名することに決定いたしました。 

 それでは、ここで選挙管理委員会委員及び同補充員の名簿及び経歴書を配付いたします。 

（ 選挙管理委員会委員及び同補充員の名簿及び経歴書の配付 ） 

議  長（八木 勝之君） 

 ただいま配付いたしました名簿のとおり、選挙管理委員会委員には、小澤顕彦氏、増田温美氏、

竹田景子氏、後藤幸平氏、以上の方を指名いたします。 

 次に、補充員には、石黒幸子氏、小川𠮷 氏、野村昌敏氏、林 ゆかり氏、以上の方を推選い

たします。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議長において指名いたしました方を選挙管理委員会委員及び同補充員の当選人として

定めることに御異議ございませんか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

議  長（八木 勝之君） 

 異議なしと認めます。 

 よって、ただいま指名いたしました小澤顕彦氏、増田温美氏、竹田景子氏、後藤幸平氏、以上

の方が選挙管理委員会委員に当選されました。 

 また、補充員には、石黒幸子氏、小川𠮷 氏、野村昌敏氏、林 ゆかり氏、以上の方が当選さ

れました。 

 お諮りいたします。 

 補充員の順序につきましては、ただいま指名いたしました順序にいたしたいと思いますが、こ

れに御異議ございませんか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

議  長（八木 勝之君） 

 異議なしと認めます。 
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 よって、補充員の順序は、ただいま指名いたしました順序に決定いたしました。 

 次に、日程第６、同意第２号から日程第２８、報告第７号までを一括議題といたします。 

 市長より一括して提案理由の説明を求めます。 

 永田市長。 

＜ 市長（永田 純夫君）登壇 ＞ 

市  長（永田 純夫君） 

 それでは、提案理由を申し上げたいと存じます。 

 今定例会に提案いたします案件は、同意７件、令和２年度清須市一般会計等の決算認定６件、

一部改正条例案３件、令和３年度一般会計等の補正予算案４件、その他、令和２年度清須市決算

の健全化判断比率等３件でございます。同意７件につきましては、本日御審議と御議決を賜りた

いと存じます。よろしくお願いいたします。 

 それでは、各案件について、順次、提案理由を説明申し上げます。 

 同意第２号 副市長の選任につきましては、葛谷賢二氏を引き続き清須市副市長に選任するた

め、地方自治法第１６２条の規定により議会の同意を求めるものでございます。 

 葛谷賢二氏の経歴は、御配付いたしました同意案の裏面に記載をいたしました。御賛同を賜り

ますようよろしくお願い申し上げます。 

 同意第３号及び同意第４号 教育委員会委員の任命につきましては、太田光則氏及び上田恭子

氏を新たに教育委員会委員として任命するため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第

４条第２項の規定により、議会の同意を求めるものでございます。 

 それぞれの方の経歴は、御配付いたしました同意案の裏面に掲載いたしました。御賛同を賜り

ますようよろしくお願いいたします。 

 同意第５号から同意第７号までの公平委員会委員の選任につきましては、加藤 茂氏、日下部

壽子氏及び渡邉俊司氏を引き続き公平委員会委員として選任するため、地方公務員法第９条の

２第２項の規定により、議会の同意を求めるものでございます。 

 それぞれの方の経歴は、御配付いたしました同意案の裏面に記載をいたしました。御賛同を賜

りますようよろしくお願いいたします。 

 同意第８号 監査委員（識見を有する者）の選任につきましては、黒川了一氏を引き続き監査

委員として選任するため、地方自治法第１９６条第１項の規定により、議会の同意を求めるもの

でございます。 
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 黒川了一氏の経歴は、御配付いたしました同意案の裏面に記載をいたしました。御賛同を賜り

ますようよろしくお願いをいたします。 

 認定第１号 令和２年度清須市一般会計決算認定につきましては、決算の内容を説明いたしま

す。 

 令和２年度予算に計上いたしました事業は、議員各位をはじめ市民の皆様の御協力をいただき、

新型コロナウイルス感染症の影響によりイベントなどの中止があったものの、概ね当初の目的を

達成することができました。また、監査委員の決算審査も無事終了いたしました。深く感謝を申

し上げる次第でございます。 

 一般会計の決算額は、歳入総額３７８億５千５４２万２７５円、歳出総額３６２億９千

７０３万２千６２９円、実質収入額９億９千２０７万９千円でありました。 

 歳入の根幹であります市税は１２３億７千８８９万２千５３８円であり、予算額を上回ること

ができました。納税者各位の御理解の賜物と深く御礼申し上げます。 

 地方交付税につきましては、普通交付税で２０億７千８１６万５千円、特別交付税で２億５千

５７０万円を確保することができました。 

 市債につきましては、臨時財政対策債７億円や減収補填債４千７００万円の他、新清洲駅北土

地区画整理事業債や小中学校の整備事業債などにより、合計で２０億８千２００万円を借り入れ

ました。 

 歳出の主な内容を申し上げます。 

 まず、安全・安心の確保に向けて、指定避難所である全ての小中学校体育館に避難時の情報収

集のためのテレビを設置した他、新川中学校には下水道接続に合わせてマンホールトイレの整備

を行い、災害時の避難体制の充実を図りました。 

 次に、子育て支援については、保育園児の使用済み紙おむつの処分を園で実施する他、本年

４月に開園したはなのもりこどもえんの整備を支援するなど、子育てしやすい環境づくりに努め

てまいりました。 

 また、小中学校においても、学校施設長寿命化計画に基づく校舎の改修を継続して実施した他、

全ての学校のネットワーク環境を整備するとともに、児童生徒に一人１台ずつタブレット端末の

整備を行うなど、快適な学習環境の整備を行いました。 

 さらに、斎苑整備につきましては本体工事は完了し、本年６月に供用開始いたしました。 

 また、周辺の環境改善事業についても、建設地区周辺の皆様の御協力を賜りながら実施するな
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ど、便利で快適に暮らせるまちづくりの充実を図りました。 

 この他、市発展の基礎となる下水道整備事業や土地区画整理事業など、都市インフラ基盤の整

備につきましても、限られた予算の中、予定どおり進めることができました。 

 今後も様々な行政ニーズへの対応が求められる一方で、社会保障関連費をはじめとする義務的

経費の増加に加えて、新型コロナウイルス感染症の影響も考えられ、厳しい行財政運営が続くこ

とが予想されます。議員各位をはじめ関係機関の御理解と御支援を賜りつつ、努力してまいる所

存でございます。 

 認定第２号 令和２年度清須市国民健康保険特別会計決算認定につきまして、決算の内容を説

明いたします。 

 国民健康保険特別会計決算の決算額は、歳入総額５７億５千４１７万４千７４１円、歳出総額

５６億２千２９３万３千５９９円、実質収支額１億３千１２４万１千円でありました。 

 歳入のうち国民健康保険税は１３億１千４４４万６千２６３円を確保いたしました。引き続き、

特定健康診査、特定保健指導などの疾病予防を実施するなど、国民健康保険特別会計の健全性の

確保に努めてまいります。 

 認定第３号 令和２年度清須市介護保険特別会計決算認定につきまして、決算の内容を説明い

たします。 

 介護保険特別会計の決算額は、歳入総額４８億２千６３８万５千４４１円、歳出総額４６億

７千２２１万２千９４８円、実質収支額１億５千４１７万２千円でありました。 

 介護が必要な状態になっても、自宅や介護保険施設で安心して暮らすことができ、家族の介護

負担を軽減することができるよう、保険制度の趣旨に沿い、健全な運営に努めてまいります。 

 認定第４号 令和２年度清須市後期高齢者医療特別会計決算認定つきまして、決算の内容を説

明いたします。 

 後期高齢者医療特別会計の決算額は、歳入総額１６億１千３２８万１千７６０円、歳出総額

１５億８千５２４万１千６６９円、実質収支額２千８０４万円でありました。 

 歳入のうち後期高齢者医療保険料は８億１千９８万５千２００円でございました。医療制度の

趣旨に沿い、高齢期における医療の確保を図るため、広域連合により適切な医療の給付を行い、

今後も保健の向上及び高齢者の福祉の推進に努めてまいります。 

 認定第５号 令和２年度清須市水道事業決算認定につきまして、決算の内容を説明いたします。 

 収入では、収益収入や受託工事収益などの収益的収入が２億２千４２８万５千５０円、工事負
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担金などの資本的収入が４千３５９万３７６円でありました。 

 支出では、原水及び浄水費などの収益的支出が１億９千６２３万８千５８円、建設改良費など

の資本的支出が１億５千１１２万５千４８２円でありました。 

 認定第６号 令和２年度清須市下水道事業決算認定について、決算の内容を説明いたします。 

 収入では、下水道使用料や雨水処理負担金などの収益的収入が１７億５千４２５万２千

７８９円、公共下水道事業受託者負担金や国庫補助金、企業債などの資本的収入が１８億６千

９８０万５千６００円でありました。 

 支出では、管渠やポンプ場の維持管理費をはじめとする収益的支出が１５億５千８２２万８千

１４８円、汚水管の建設改良費をはじめとする資本的支出が２３億６千６６８万３千３６０円で

ありました。 

 議案第３７号 清須市個人情報保護条例及び清須市行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の

一部を改正する条例案につきましては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利

用等に関する法律の一部改正に伴い、規定を整理するための一部改正でございます。 

 議案第３８号 清須市税条例の一部を改正する条例案につきましては、地方税法の一部改正に

伴い、個人市民税の医療費控除の特例期間の延長等を行うための一部改正でございます。 

 議案第３９号 清須市子ども医療費支給条例の一部を改正する条例案につきましては、入院に

よる医療に係る子ども医療費の対象者を１８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にあ

るものに拡大するための一部改正でございます。 

 議案第４０号 令和２年度清須市水道事業未処分利益剰余金の処分につきましては、令和２年

度清須市水道事業未処分利益剰余金１億８５６万４千５３６円のうち７千２４万６千１６円を資

本金に組み入れ、残余を繰り越すことについて、地方公営企業法第３２条第２項の規定により、

議会の議決を求めるものでございます。 

 議案第４１号 令和３年度清須市一般会計補正予算（第６号）案につきましては、子育て世帯

を支援するため、今年１０月から入院は高校生等も無料の対象となるよう、子ども医療費助成の

対象年齢を１８歳以下まで引き上げることや在宅介護を担う家族の負担を軽減するため、認知症

高齢者等に対する個人賠償責任保険事業を新たに実施する他、新型コロナウイルスワクチンの接

種体制の変更等に伴う経費の追加など、所要の補正を行うことといたしました。また、決算剰余

金などの財源を基に、今まで予定した財政調整基金からの繰入れを取りやめ、さらに今後の財政
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需要を考慮し、必要な基金に積み立てることといたしました。 

 補正額は７億６千５１４万１千円を追加し、予算の総額は２９１億８千３２０万２千円となり

ます。 

 議案第４２号 令和３年度清須市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）案につきましては、

前年度決算に伴う精算措置について所要の補正を行うことといたしました。 

 補正額は１億１千１２４万１千円を追加し、予算の総額は５７億７千９７７万８千円となりま

す。 

 議案第４３号 令和３年度清須市介護保険特別会計補正予算（第１号）案につきましては、前

年度決算に伴う精算を措置するとともに、税制改正等に伴うシステム改修に係る所要の補正を行

うことといたしました。 

 補正額は１億５千７３１万２千円を追加し、予算の総額は５０億７千６４７万６千円となりま

す。 

 議案第４４号 令和３年度清須市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）案につきまして

は、前年度決算に伴う精算を措置するとともに、本年度の負担金の額の決定に係る所要の補正を

行うことといたしました。 

 補正額は７千２９２万７千円を追加し、予算の総額は１７億８４０万３千円となります。 

 報告第６号 令和２年度清須市決算の健全化判断比率等につきましては、地方公共団体の財政

の健全化に関する法律第３条第１項及び第２２条第１項の規定により、令和２年度清須市決算の

健全化判断比率及び資金不足比率に監査委員の意見をつけて議会に報告するものでございます。 

 本市における一般会計等の実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比

率の４つの指標によって判断される健全化判断比率と水道事業会計及び下水道事業会計の資金不

足比率は、いずれも早期の健全化が求められる基準を下回っております。 

 報告第７号 尾張土地開発公社令和２年度決算に関する書類につきましては、地方自治法第

２４３条の３第２項の規定により、尾張土地開発公社の経営状況について議会に報告するもので

ございます。 

 事業報告につきましては、取得面積は２千５４１．８９平方メートル、取得金額は１億７千

６１７万２千６７０円、処分面積は６千６７０．９５平方メートル、処分金額は４億８０万

７２２円でございます。 

 決算につきましては、収益的収入は４億４６３万１千１６２円、収益的支出は４億３４８万
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３千２９１円、資本的収入及び支出は５億７千６９７万３千３９２円でございます。 

 以上、簡単ではございますが、提案理由の説明とさせていただきます。 

 詳細につきましては担当者から説明させますので、十分に御審議の上、御賛同賜りますようよ

ろしくお願い申し上げます。 

議  長（八木 勝之君） 

 提案理由の説明が終わりました。 

 お諮りいたします。 

 これより同意案件の採決を行いますが、内容の同じ案件につきましては一括して採決を行いた

いと思いますが、これに御異議ございませんか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

議  長（八木 勝之君） 

 異議なしと認めます。 

 よって、内容の同じ案件につきましては、一括で採決を行います。 

 ここで、同意第２号の該当者が議場に見えますので、葛谷副市長の退室を求めます。 

（ 葛谷副市長 退室 ） 

議  長（八木 勝之君） 

 それでは、提案説明のありました日程第６、同意第２号 副市長の選任についての採決に入り

ます。 

 賛成の方の起立を求めます。 

＜ 起 立 全 員 ＞ 

議  長（八木 勝之君） 

 ありがとうございました。 

 起立全員でございます。 

 よって、本案は原案のとおり選任同意することに決定いたしました。 

 葛谷副市長の入室を許可いたします。 

（ 葛谷副市長 入室 ） 

議  長（八木 勝之君） 

 ここで、再任されました葛谷副市長に御挨拶をお願いいたします。 

 挨拶は、発言席でお願いいたします。 
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 葛谷副市長。 

＜ 副市長（葛谷 賢二君）登壇 ＞ 

副市長（葛谷 賢二君） 

 葛谷でございます。 

 ただいま副市長の選任について再び同意をいただき、誠にありがとうございます。 

 もとより浅学非才、微力ではありますが、永田市長を補佐し、清須市発展のため、地方自治の

本旨にあります住民福祉の向上のために誠心誠意尽力してまいる覚悟でございます。議員各位に

おかれましては、これまで以上に御指導、御鞭撻を賜りますようお願いを申し上げ、挨拶とさせ

ていただきます。 

 ありがとうございました。 

議  長（八木 勝之君） 

 次に、日程第７、同意第３号及び日程第８、同意第４号の教育委員会委員の任命についての

２案件について、一括して採決を行います。 

 賛成の方の起立を求めます。 

＜ 起 立 全 員 ＞ 

議  長（八木 勝之君） 

 ありがとうございました。 

 起立全員であります。 

 同意第３号及び同意第４号の２案件につきましては、任命同意することに決定いたしました。 

 次に、日程第９、同意第５号から日程第１１、同意第７号までの公平委員会委員の選任につい

ての３案件について、一括して採決を行います。 

 賛成の方の起立を求めます。 

＜ 起 立 全 員 ＞ 

議  長（八木 勝之君） 

 ありがとうございました。 

 起立全員であります。 

 よって、同意第５号から同意第７号までの３案件につきましては、選任同意することに決定い

たしました。 

 ここで、同意第８号の該当委員が議場に見えますので、黒川代表監査委員の退室を求めます。 
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（ 黒川代表監査委員 退室 ） 

議  長（八木 勝之君） 

 それでは、日程第１２、同意第８号 監査委員（識見を有する者）の選任についての採決に入

ります。 

 賛成の方の起立を求めます。 

＜ 起 立 全 員 ＞ 

議  長（八木 勝之君） 

 ありがとうございました。 

 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり選任同意することに決定いたしました。 

 黒川代表監査委員の入室を許可いたします。 

（ 黒川代表監査委員 入室 ） 

議  長（八木 勝之君） 

 ここで、再任されました黒川代表監査委員に再任の御挨拶をお願いいたします。 

 挨拶は発言席でお願いいたします。 

 黒川代表監査委員。 

＜ 代表監査委員（黒川 了一君）登壇 ＞ 

代表監査委員（黒川 了一君） 

 引き続き監査委員に選任されました黒川了一であります。今後とも清須市のために職務を全う

して、一生懸命働かせていただきます。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

議  長（八木 勝之君） 

 次に、黒川代表監査委員より、認定第１号から認定第６号までの決算認定及び報告第６号の意

見書に係る監査結果及び所見についての報告を求めます。 

 報告は発言席でお願いいたします。 

 黒川代表監査委員。 

＜ 代表監査委員（黒川 了一君）登壇 ＞ 

代表監査委員（黒川 了一君） 

 ただいま議長より指名がありました代表監査委員の黒川了一であります。 
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 先般、地方自治法第２３３条第２項、同法第２４１条第５項の規定及び地方公営企業法第

３０条第２項の規定に基づき、市長より審議に付されました令和２年度一般会計・特別会計歳入

歳出決算、基金運用状況、水道事業会計決算及び下水道事業会計決算の審議並びに地方公共団体

の財政の健全化に関する法律第３条第１項、同法第２２条第１項の規定に基づき、令和２年度決

算の健全化判断比率及び資金不足比率の審議につきまして、監査委員を代表して意見を述べさせ

ていただきます。 

 決算審査における総括的な意見を記載しております清須市決算審査意見書に沿って意見を申し

上げます。 

 去る６月２８日から８月１６日までを令和２年度清須市水道事業会計決算及び下水道事業会計

決算、７月１９日から８月１６日までを令和２年度清須市一般会計・特別会計歳入歳出決算及び

各基金運用状況と決算の健全化判断比率等について伊藤嘉起監査委員とともに審査いたしました。 

 初めに、令和２年度清須市一般会計・特別会計歳入歳出決算及び基金運用状況の審査意見につ

いてであります。 

 清須市決算審査意見書の１ページを御覧ください。 

 第４、審査の結果につきましては、令和２年度の清須市一般会計、国民健康保険特別会計、介

護保険特別会計、後期高齢者医療特別会計の決算及び基金の運用は、いずれも適正でありました。 

 ２ページを御覧ください。 

 令和２年度清須市一般会計及び特別会計を合わせた歳入決算総額は約５００億４千９２６万円、

歳出決算総額は約４８１億７千７４２万円、歳入歳出差引額は約１８億７千１８４万円で、前年

度に比べ歳入は約９４億１千２０９万円の増加となっております。また、実質収支額は、歳入歳

出差引額から翌年度へ繰り越すべき財源約５億６千６３１万円を控除した約１３億５５３万円と

なっており、前年度に比べ２億７千４３１万円増加しています。 

 ３ページを御覧ください。 

 財政分析であります。 

 主要な財政分析指標は、財政力指数０．８８、財政構造の弾力性を示す経常収支比率は９３．

８で、前年度に比べ３．７ポイント上昇しています。実質収支比率は６．０％、４ページの自主

財源比率は４５．９％となっています。下段にあります将来にわたる財政負担の市債につきまし

ては、令和２年度財政対策債など２０億８千２００万円を借り入れ、元金約１９億６千９３９万

円を償還し、令和２年度末現在高は約１８７億６千７９７万円であります。 
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 ５ページを御覧ください。 

 一般会計の総括であります。 

 歳入決算額は約３７８億５千５４２万円、歳出決算額は約３６２億９千７０３万円で、前年度

に比べ歳入は約９３億９千１６１万円、歳出は約９４億１千８７４万円増加しています。また、

実質収支額は、歳入歳出差引額から翌年度へ繰り越すべき財源約５億６千６３１万円を控除して

約９億９千２０８万円となっています。前年度に比べ約２億８０７万円増加しています。 

 ６ページを御覧ください。 

 歳入の款別の決算状況であります。 

 予算現額に対する収入率は９６．１％、調定額に対する収入率は９６．３％でありました。 

 ７ページを御覧ください。 

 歳入決算額は、前年度に比べ約９３億９千１６１万円の増加となっています。款別の構成比で

は、市税が３２．７％、国庫支出金が３２．２％、地方交付税が６．２％となっています。また、

前年度と比較して増加している主なものは、分担金及び負担金、国庫支出金などであります。一

方、減少している主なものは、自動車取得税交付金、地方特例交付金などであります。 

 ８ページを御覧ください。 

 市税をはじめとする自主財源は約１７３億８千９９９万円で、前年度に比べ約３億７千

６５４万円増加しています。自主財源は、前年度に比べ２．２％増加しています。自主財源のう

ち市税が３２．７％を占めています。 

 ９ページを御覧ください。 

 歳出決算額３６２億９千７０３万円、予算現額は約３９３億７千３８６万円で、執行率は９２．

２％となり、翌年度繰越額を差し引いた不用額は約１４億９千５２８万円となっています。 

 １０ページを御覧ください。 

 歳出決算額は前年度に比べ約９４億１千８７４万円増加しており、款別の構成比を見ると民生

費が２９．１％と最も高く、次いで総務費２５．９％、教育費１２．３％となっています。また、

前年度と比べ額が増加したのは、総務費、労働費、商工費などであります。一方、減少したもの

は、議会費、農林水産業費、消防費であります。 

 １１ページを御覧ください。 

 性質別経費の構成比率については、義務的経費３１．３％、投資的経費１５．２％、その他の

経費が５３．５％で、このうち補助費等が３１．２％を占めています。前年度と比較すると普通
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建設事業費や補助費等の額が増加する一方、投資及び出資金は減少しています。 

 特別会計の状況につきましては、３３ページから国民健康保険特別会計、介護保険特別会計及

び後期高齢者医療特別会計ごとに歳入決算額、歳出決算額、歳入歳出差引額等について記載して

あります。 

 ３９ページからは公有財産、有価証券などの財産について、決算年度中の増減高及び決算年度

末の現在高等について記載してあります。 

 ４１ページを御覧ください。 

 基金の運用状況についてであります。 

 決算年度中の増減高につきまして、積立額は約５億３５万円、取崩額は約１１億５千４２３万

円で決算年度末現在高は約４９億５千４２１万円となっており、前年度末現在高に比べ約６億

５千３８７万円減少しています。 

 ４２ページを御覧ください。 

 まとめとして記載してあります。下段から５行目を御覧ください。 

 我が国の景気は、新型コロナウイルス感染症の影響により依然として厳しい状況にあります。

先行きについては、感染拡大の防止策を講じる中で、各種政策の効果や海外経済の改善もあり、

持ち直しの動きが続くことが期待されますが、内外の感染拡大によるリスクの高まりに十分注意

する必要があります。 

 本市におきましては、合併特例措置の終了など、大幅な収入が見込めない中で新型コロナウイ

ルス感染症の影響、高齢化の進展などに伴う社会保障関係経費の増加、土地区画整理事業などの

都市計画事業の管理推進など本市に多くの課題があります。経費の財源不足を基金の取崩しや地

方債に頼らざる得ない状況が続くと考えられます。また公債費や維持管理費といった将来の財政

負担への対応などますます厳しさが増すことが予測されるため、積極的な財源確保に努められ、

今後も効率的、計画的な財政運営が望まれるところであります。 

 さらに新型コロナウイルス感染症の影響により令和３年度以降の税収についても注視する必要

があり、歳入の根幹をなす市税につきましては、市税のうち法人市民税が前年より下回り、固定

資産税、軽自動車税については、前年度より若干伸びていますが、市税全体では前年度に比べ減

額となっています。収納率は前年度を若干上回り、収入未済額、不納欠損額は、共に前年度を下

回る結果となっています。しかし収入未済額は依然として多額であることから、税の公正性、公

平性及び行政に対する信頼性の観点からも滞納発生防止、計画的な徴収を行い、収納率の向上を
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図られることを望みます。 

 補助金・交付金等につきましては、各種団体へ支給された補助金の在り方につきまして不公平

感が生じないようよう配慮してください。また、契約については入札を基本とし、随意契約する

場合も適正な手続により実施していただきたいと思います。 

 時間外勤務につきましては、特定の職員の偏重した時間外勤務については是正されつつありま

すが、時間外勤務全体の圧縮には至っておらず、引き続き、人事管理及び健康管理の両面から時

間外勤務の圧縮に取り組み、時間外勤務が多い部署や職員・時期等についてその要因を的確に把

握された上で、職員のメンタルヘルスケアについても対策し、職員の士気を高め、公務効率の向

上を図ってください。昨年１０月に機構改革を実施されましたが、より効率的で機能的な業務体

制の確立を目指してください。 

 昨年度はコロナウイルス感染症対策を進められる中、雨水対策、子育て環境及び学校施設整備

を推進され、都市基盤整備も進められています。今後とも「第２次総合計画」で掲げる「安心・

快適で元気な都市」を目指して、着実な推進を期待するものであります。 

 次に、水道事業会計決算審査についてであります。 

 ５０ページ中段を御覧ください。 

 第４、審査の結果につきましては、決算書類及び決算附属書類はいずれも関係法令に準拠して

作成されており、経営成績及び財政状況を適正に表示していると認められました。 

 初めに業務実績でありますが、令和３年３月３１日現在の給水人口は８千２７６人で、給水区

域内人口に対する普及率は９９．８％となっています。 

 ５１ページを御覧ください。 

 予算の執行状況であります。 

 収益的収入の水道事業収益決算額は約２億２千４２９万円で、予算額に対して９０．８％の収

入率でありました。また、収益的支出の水道事業費の決算額は約１億９千６２４万円で、予算額

に対し８８．０％の執行率でありました。資本的収入決算額は約４千３５９万円、次ページ、資

本的支出決算額は約１億５千１１３万円で、資本的支出額の不足額約１億７５４万円は当年度分

損益勘定保留資金、建設改良積立金などで補填されています。 

 ５３ページを御覧ください。 

 経営収支の状況についてであります。 

 本年度の経営収支は、総収益約２億５９０万円から総費用約１億８千２１３万円を差し引いた
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額約２千３７７万の純利益となっています。 

 なお、詳細につきましては、５７ページからの資料１、損益計算書構成比率表のとおりであり

ます。 

 ５５ページを御覧ください。 

 ４の財政状況についてであります。 

 資産は約１５億９千８４６万円で、流動資産のうち未収金は約３千１６４万円となっています。 

 次に、負債・資本についてであります。負債及び資本の総額は約１５億９千８４６万円で、こ

のうち資本金が約９億９千６６万円で、負債・資本の合計の６２．０％を占めています。 

 なお、詳細につきましては、５９ページからの資料２、貸借対照表構成比率表のとおりであり

ます。 

 以上、令和２年度水道事業会計決算書類及び附属書類を審査した結果の概要であります。 

 ５６ページを御覧ください。 

 まとめとして記載しております。下から６行目を御覧ください。 

 今後の事業経営にあたりましては、土地区画整理事業など開発は進んでいるものの、給水戸数

の大幅な変化が見込めない状況であり、さらに節水意識の向上が強まっていますが、水道は大切

なライフラインであります。今後、配水管等水道施設の老朽化、耐震化への対応に多額に資金が

必要となり、引き続き水道料金の収納確保、経費削減など効率的な企業経営に取り組み、市域に

おける水道事業の一本化に向けた協議を進めるとともに、安心・安全で良質な水の安定供給に努

められることを期待します。 

 次に、下水道事業会計決算審査であります。 

 ６２ページ中段を御覧ください。 

 第４、審査の結果につきましては、決算書類及び決算附属書類はいずれも関係法令に準拠して

作成されており、経営成績及び財政状況を適正に表示していると認められました。 

 初めに、業務実績でありますが、令和３年３月３１日現在の下水道普及人口は２万１千

２９０人で、行政区域内人口に対する普及率は３０．７％となっています。 

 ６３ページを御覧ください。 

 予算の執行状況であります。 

 収益的収入の下水道事業収益決算額は約１７億５千４２５万円で、予算額に対し１０１．６％

の収入率でした。また、収益的支出の下水道事業費用決算額は約１５億５千８２３万円で、予算
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額に対し９４．１％の執行率でありました。資本的収入決算額は約１８億６千９８１万円、次ペ

ージ、資本的支出決算額は約２３億６千６６８万円であります。 

 次に６５ページを御覧ください。 

 経営状況についてであります。 

 本年度の経営収支は、総収益約１６億３千４３３万円から、次ページ、総費用約１５億４千

４１３万円を差し引いた額約９千２０万円の純利益となっています。 

 なお、詳細につきましては、６８ページからの資料１、損益計算書構成比率表のとおりであり

ます。 

 ６６ページ下段から６７ページを御覧ください。 

 ４の財政状況についてであります。 

 資産は約３０１億５千１１８万円で流動資産のうち未収金は約１億３千９２２万円となってい

ます。 

 負債・資本についてであります。負債及び資本の総額は約３０１億５千１１８万円で、このう

ち負債の残高は約２８５億８千６０４万円で、負債資本総額の９４．８％を占めています。 

 なお、詳細につきましては、７０ページの資料２、貸借対照表構成比率表のとおりであります。 

 以上が、令和２年度下水道事業会計決算書類及び附属書類を審査した結果であります。 

 ６７ページにまとめとして記載しております。下から３行目を御覧ください。 

 今後の事業経営にあたっては、清須市下水道事業中期経営戦略に基づき、下水道接続率の向上、

経費節減など企業経営に取り組み、災害に対する備えを強化するとともに、持続可能な経営基盤

の確立と効率化を図り、なお一層健全な下水道事業経営に取り組んでください。 

 次に７３ページを御覧ください。 

 令和２年度清須市健全化判断比率審査意見でございます。 

 審査の結果、実施赤字比率及び連結実質赤字比率につきましては、一般会計及び特別会計決算

の実質収支が黒字であるため、比率は表示されません。赤字となっていないので、問題ないと認

められます。 

 実質公債費比率については１．５％、将来負担比率については８．９％で、共に早期健化基準

を大きく下回っており、問題ないと認められます。 

 次に７５ページを御覧ください。 

 令和２年度清須市資金不足比率審査意見でございます。 



－27－ 

 水道事業会計及び下水道事業会計について資金不足となっていないため、比率は表示されませ

んでした。問題ないと認められます。 

 以上をもちまして、令和２年度清須市一般会計・特別会計、令和２年度清須市水道事業会計及

び令和２年度下水道事業会計の決算審査、令和２年度清須市健全化判断比率審査及び令和２年度

清須市資金不足比率審査の意見といたします。 

議  長（八木 勝之君） 

 ただいま監査結果及び所見の報告が終わりましたので、ここで代表監査委員の退席を許可いた

します。 

 御苦労さまでございました。 

（ 黒川代表監査委員 退席 ） 

議  長（八木 勝之君） 

 ここで、１０時５０分まで休憩といたしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

（ 時に午前１０時３９分 休憩 ） 

（ 時に午前１０時５０分 再開 ） 

議  長（八木 勝之君） 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 日程第１３、認定第１号 令和２年度清須市一般会計決算認定について、総務部長より内容の

説明を求めます。 

 岩田総務部長。 

＜ 総務部長（岩田 喜一君）登壇 ＞ 

総務部長（岩田 喜一君） 

 総務部長、岩田です。 

 認定第１号について御説明します。 

 それでは、令和２年度清須市歳入歳出決算書の１ページを御覧ください。 

 認定第１号 

 令和２年度清須市一般会計決算認定について 

 地方自治法第２３３条第３項の規定により、令和２年度清須市一般会計歳入歳出決算を別冊の

監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。 

 令和３年８月３０日提出 
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 清須市長 永田純夫 

 １枚はねていただきまして、２ページ、３ページを御覧ください。 

 令和２年度清須市一般会計歳入歳出決算書 

 まず、歳入です。 

 １款市税、予算現額１２２億７千７１３万９千円、収入済額１２３億７千８８９万２千

５３８円、不納欠損額４千１５３万７千３１４円、収入未済額３億６千６１３万２千１８円、

１項市民税から５項都市計画税までです。 

 ２款地方譲与税、予算現額１億６千３２０万円、収入済額１億６千９０４万８千円、１項地方

揮発油譲与税から３項森林環境譲与税までです。 

 ３款利子割交付金、予算現額９００万円、収入済額１千５７万２千円、１項利子割交付金です。 

 ４款配当割交付金、予算現額６千２００万円、収入済額６千１９５万円、１項配当割交付金で

す。 

 ５款株式等譲渡所得割交付金、予算現額５千８００万円、収入済額５千８６４万円、１項株式

等譲渡所得割交付金です。 

 ６款法人事業税交付金、予算現額８千９００万円、収入済額８千７４６万９千円、１項法人事

業税交付金です。 

 ７款地方消費税交付金、予算現額１４億６千１００万円、収入済額１４億５千８３７万４千円、

１項地方消費税交付金です。 

 ８款自動車取得税交付金、予算現額１千円の窓口計上、収入済額はありません。１項自動車取

得税交付金です。 

 ９款環境性能割交付金、予算現額３千１００万円、収入済額３千３１９万５千３３８円、１項

環境性能割交付金です。 

 １０款地方特例交付金、予算現額１億１千６３５万３千円、収入済額１億１千６３５万３千円、

１項地方特例交付金です。 

 １１款地方交付税、予算現額２１億２千８１６万５千円、収入済額２３億３千３８６万５千円、

１項地方交付税です。 

 １２款交通安全対策特別交付金、予算現額１千２００万円、収入済額１千２５１万６千円、

１枚はねていただきまして、４ページ、５ページを御覧ください。一番上、１項交通安全対策特

別交付金です。 



－29－ 

 １３款分担金及び負担金、予算現額１２億７千４９万４千円、収入済額１１億１千１１６万

４千７２２円、１項負担金です。主なものは、斎苑施設周辺環境改善費負担金です。 

 １４款使用料及び手数料、予算現額２億９千３５０万６千円、収入済額２億６千３０２万５千

６８９円、１項使用料と２項手数料です。主なものは、道路占用料などの１項使用料９千

６７８万１千５９１円です。 

 １５款国庫支出金、予算現額１３０億７千５０万８千円、収入済額１２１億７千９０８万５千

９３７円、１項国庫負担金から３項国庫委託金までです。主なものは、特別定額給付金給付に係

る補助金と新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金などの２項国庫補助金９５億１千

８９７万３千５２４円です。 

 １６款県支出金、予算現額１９億８千５１１万６千円、収入済額１８億６千２３６万１千

４９円、１項県負担金から４項県交付金までです。主なものは、土地区画整理費負担金などの

１項県負担金１０億１千８４３万５千２０４円です。 

 １７款財産収入、予算現額５千６１７万６千円、収入済額６千４８８万５千６７３円、１項財

産運用収入と２項財産売払収入です。主なものは、各基金利子などの１項財産運用収入３千

５２９万４千３０円です。 

 １８款寄附金、予算現額２千６８万８千円、収入済額６千５４６万８千円、１項寄附金です。

主なものは、ふるさと寄附金です。 

 １９款繰入金、予算現額１２億１千１５９万５千円、収入済額１２億１千１５９万２千

４９４円、１項特別会計繰入金と２項基金繰入金です。 

 ２０款繰越金、予算現額１５億８千５５０万７千９４３円、収入済額１５億８千５５０万８千

６７円、１項繰越金です。 

 ２１款諸収入、予算現額７億３千９４０万７千円、収入済額７億９４５万３千７６８円、１項

延滞金、加算金及び過料から１枚はねていただきまして６ページ、７ページを御覧ください。

２段目の５項雑入までです。 

 ２２款市債、予算現額２７億３千４００万円、収入済額２０億８千２００万円、１項市債です。 

 歳入合計です。予算現額３９３億７千３８５万５千９４３円、収入済額３７８億５千５４２万

２７５円、不納欠損額４千２２０万３千２１４円、収入未済額１４億１千８１３万７千５８４円

となりました。 

 １枚はねていただきまして、８ページ、９ページを御覧ください。 
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 歳出です。 

 １款議会費、予算現額２億２千９２７万１千円、支出済額２億２千４７４万４千５３１円、

１項議会費です。 

 ２款総務費、予算現額９５億４千１４７万６千円、支出済額９４億７６８万９千７８６円、

１項総務管理費から６項監査委員費までです。主なものは、特別定額給付金費などの１項総務管

理費８８億２千５２０万２千４６６円と窓口業務民営化費などの３項戸籍住民基本台帳費１億

９千４２８万１千７２８円です。 

 ３款民生費、予算現額１１０億６千７８３万６千円、支出済額１０５億６千３５２万６千

１４３円、１項社会福祉費から４項災害救助費までです。主なものは、西枇杷島地区に誘致した

認定こども園整備や清洲児童館を建て替えるための児童館整備費などの２項児童福祉費４２億

５千６１万１千１９１円です。 

 ４款衛生費、予算現額３９億９千８４２万円、支出済額３４億４千３００万４７１円、１項保

健衛生費から３項上水道費までです。主なものは、本年６月１０日に供用開始された五条川斎苑

施設費及び斎苑施設周辺環境改善費などの１項保健衛生費２０億１千３４０万８６０円です。 

 ５款労働費、予算現額１千５５９万円、支出済額３８２万２４円、１項労働諸費です。 

 ６款農林水産業費、予算現額１億７千６５９万３千円、支出済額１億７千１４７万５千

９６０円、１項農業費です。 

 ７款商工費、予算現額８億４千２０２万８千２００円、支出済額７億７千７２２万８千５２円、

１項商工費です。主なものは、未就学児と高齢者を対象とした、きよす生活応援券及び市内全世

帯を対象としてプレミアム率３０％の清須げんき商品券、各発行費などです。 

 ８款土木費、予算現額５３億３千６６８万９千８４３円、支出済額４３億６千８７万５千

８２６円、１項土木管理費から４項都市計画費までです。主なものは、雨水貯留施設費などの

３項河川費５千８６０万３千５３１円と土地区画整理費、鉄道高架費や公共下水道費などの４項

都市計画費３５億５４０万５千９６７円です。 

 １枚はねていただきまして、１０ページ、１１ページを御覧ください。 

 ９款消防費、予算現額８億７千８０５万９千円、支出済額８億６千５２４万７千３３７円、

１項消防費です。主なものは、国土強靱化地域計画費などです。 

 １０款教育費、予算現額５２億２千９９２万９千９００円、支出済額４４億５千１４６万２千

４１７円、１項教育総務費から６項保健体育費までです。主なものは、全児童生徒へのタブレッ
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ト端末整備や校舎長寿命化等改修工事費などの２項小学校費１３億８千５１７万６千９８２円と

３項中学校費８億４千５４９万３千１円です。 

 １１款公債費、予算現額２０億２千７９６万３千円、支出済額２０億２千７９６万２千８２円、

１項公債費です。 

 １２款予備費、予算現額３千万円、支出済額０円、１項予備費です。 

 歳出合計です。予算現額３９３億７千３８５万５千９４３円、支出済額は３６２億９千

７０３万２千６２９円となりました。翌年度繰越額は１５億８千１５４万６千３５１円です。 

 最後に、歳入歳出差引残額です。歳入歳出差引残額は１５億５千８３８万７千６４６円となり

ました。なお、翌年度へ繰り越すべき財源を差し引いた実質収支額は、９億９千２０７万９千円

です。 

 認定第１号の説明は以上です。 

議  長（八木 勝之君） 

 日程第１４、認定第２号 令和２年度清須市国民健康保険特別会計決算認定について及び日程

第１６、認定第４号 令和２年度清須市後期高齢者医療特別会計決算認定についての２議案につ

いて、市民環境部長より内容の説明を求めます。 

 石田市民環境部長。 

＜ 市民環境部長（石田 隆君）登壇 ＞ 

市民環境部長（石田 隆君） 

 市民環境部長の石田でございます。 

 認定第２号について御説明いたします。 

 それでは、別冊の令和２年度清須市歳入歳出決算書の１０３ページをお願いいたします。 

 認定第２号 

 令和２年度清須市国民健康保険特別会計決算認定について 

 地方自治法第２３３条第３項の規定により、令和２年度清須市国民健康保険特別会計決算を別

冊監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。 

 令和３年８月３０日提出 

 清須市長 永田純夫 

 １枚はねていただきまして、１０４ページ、１０５ページをお願いいたします。 

 初めに、歳入について御説明いたします。 
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 １款国民健康保険税、予算現額１３億２千５万３千円、収入済額１３億１千４４４万６千

２６３円、不納欠損額３千２万２千２７８円、収入未済額は２億７千６１４万２千２５４円、

１項国民健康保険税です。 

 ２款国庫支出金、予算現額３５１万円、収入済額１千６２８万８千円、１項国庫負担金と２項

国庫補助金です。 

 ３款療養給付費交付金、予算現額１千円、収入済額はございません。１項療養給付費交付金で

す。 

 ４款県支出金、予算現額３８億４千７７６万５千円、収入済額３６億８千６９６万４千

３５６円、１項県交付金です。 

 ５款財産収入、予算現額１千円、収入済額７７９円、１項財産運用収入です。 

 ６款繰入金、予算現額６億１千６３１万８千円、収入済額６億７４３万９千７３６円、１項他

会計繰入金です。 

 ７款繰越金、予算現額１億１千４７３万２千円、収入済額１億１千４７３万１千９４７円、

１項繰越金です。 

 ８款諸収入、予算現額８千円、収入済額１千４３０万３千６６０円、１項延滞金、加算金及び

過料と２項雑入です。 

 歳入合計です。予算現額５９億２３８万８千円、収入済額５７億５千４１７万４千７４１円、

不納欠損額３千２万２千２７８円、収入未済額２億７千６１４万２千２５４円となりました。 

 １枚はねていただきまして、１０６ページ、１０７ページをお願いいたします。 

 次に、歳出について御説明いたします。 

 １款総務費、予算現額５千９９８万７千円、支出済額５千４２７万６千８４１円、１項総務管

理費から３項運営協議会費です。 

 ２款保険給付費、予算現額３８億４千６２５万６千円、支出済額３６億２千６２８万１千

１６３円、１項療養諸費から６項傷病手当金までです。 

 ３款国民健康保険事業費納付金、予算現額１８億５３３万８千円、支出済額１８億５３３万

７千１８７円、１項医療給付費から３項介護納付金までです。 

 ４款共同事業拠出金、予算現額２千円、支出済額はございません。１項共同事業拠出金です。 

 ５款財政安定化基金拠出金、予算現額１千円、支出済額はございません。１項財政安定化基金

拠出金です。 
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 ６款保健事業費、予算現額６千５８６万７千円、支出済額３千４４３万７千４１４円、１項特

定健康診査等事業費と２項保健事業費です。 

 ７款基金積立金、予算現額１千円、支出済額７７９円、１項基金積立金です。 

 ８款諸支出金、予算現額１億４９３万６千円、支出済額１億２６０万２１５円、１項償還金及

び還付加算金と２項繰出金です。 

 ９款予備費、予算現額２千万円、支出済額はございません。１項予備費です。 

 １枚はねていただきまして、１０８ページ、１０９ページをお願いいたします。 

 歳出合計です。予算現額５９億２３８万８千円、支出済額５６億２千２９３万３千５９９円と

なりました。 

 歳入歳出差引残額です。歳入歳出差引残額は１億３千１２４万１千１４２円となりました。 

 認定第２号の御説明は以上でございます。 

 続きまして、認定第４号について御説明いたします。 

 令和２年度清須市歳入歳出決算書の１５１ページをお願いいたします。 

 認定第４号 

 令和２年度清須市後期高齢者医療特別会計決算認定について 

 地方自治法第２３３条第３項の規定により、令和２年度清須市後期高齢者医療特別会計決算を

別冊監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。 

 令和３年８月３０日提出 

 清須市長 永田純夫 

 １枚はねていただきまして、１５２ページ、１５３ページをお願いいたします。 

 初めに、歳入について御説明いたします。 

 １款後期高齢者医療保険料、予算現額８億４千７９万３千円、収入済額８億１千９８万５千

２００円、不納欠損額１５８万１００円、収入未済額６００万５千９００円、１項後期高齢者医

療保険料です。 

 ２款繰入金、予算現額７億６千６９３万５千円、収入済額７億６千６０９万６千７４２円、

１項他会計繰入金です。 

 ３款繰越金、予算現額２千９８９万２千円、収入済額２千９８９万２９６円、１項繰越金です。 

 ４款諸収入、予算現額６３６万円、収入済額６２２万６千５２２円、１項延滞金、加算金及び

過料から３項雑入までです。 
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 ５款国庫支出金、予算現額４１万８千円、収入済額８万３千円、１項国庫補助金です。 

 歳入合計です。予算現額１６億４千４３９万８千円、収入済額１６億１千３２８万１千

７６０円、不納欠損額１５８万１００円、収入未済額は６００万５千９００円となりました。 

 １枚はねていただきまして、１５４ページ、１５５ページをお願いいたします。 

 次に、歳出について御説明いたします。 

 １款総務費、予算現額１千５５２万７千円、支出済額１千３９９万９千４３９円、１項総務管

理費と２項徴収費です。 

 ２款後期高齢者医療広域連合納付金、予算現額１５億９千５０６万９千円、支出済額１５億

３千８６０万６千５１２円、１項後期高齢者医療広域連合納付金です。 

 ３款諸支出金、予算現額３千２８０万２千円、支出済額３千２６３万５千７１８円、１項償還

金及び還付加算金と２項繰出金です。 

 ４款予備費、予算現額１００万円、支出済額はございません。１項予備費です。 

 歳出合計です。予算現額１６億４千４３９万８千円、支出済額１５億８千５２４万１千

６６９円となりました。 

 歳入歳出差引残額です。歳入歳出差引残額は２千８０４万９１円となりました。 

 認定第４号の御説明は以上でございます。 

議  長（八木 勝之君） 

 日程第１５、認定第３号 令和２年度清須市介護保険特別会計決算認定について、健康福祉部

長より内容の説明を求めます。 

 加藤健康福祉部長。 

＜ 健康福祉部長兼企画部新型コロナウイルスワクチン接種対策監（加藤 久喜君）登壇 ＞ 

健康福祉部長兼企画部新型コロナウイルスワクチン接種対策監（加藤 久喜君） 

 健康福祉部長の加藤です。よろしくお願いいたします。 

 認定第３号について御説明をいたします。 

 令和２年度清須市歳入歳出決算書の１２９ページをお願いいたします。 

 認定第３号 

 令和２年度清須市介護保険特別会計決算認定について 

 地方自治法第２３３条第３項の規定により、令和２年度清須市介護保険特別会計決算を別冊監

査委員の意見をつけて議会の認定に付する。 



－35－ 

 令和３年８月３０日提出 

 清須市長 永田純夫 

 １枚はねていただきまして、１３０、１３１ページをお願いいたします。 

 初めに、歳入の主な内容について説明をさせていただきます。 

 １款介護保険料、予算現額１０億１千２０６万３千円、収入済額１０億１千６８３万９千

８００円、不納欠損額９４４万７千２００円、収入未済額１千７０９万６千７４１円、１項介護

保険料です。 

 ２款使用料及び手数料、予算現額４万円、収入済額６万円、１項手数料です。 

 ３款国庫支出金、予算現額１０億２千１８２万３千円、収入済額９億８千１３８万４千

６０２円、１項国庫負担金と２項国庫補助金です。 

 ４款支払基金交付金、予算現額１２億６千２１３万６千円、収入済額１１億９千５５２万２千

２０円、１項支払基金交付金です。 

 ５款県支出金、予算現額６億９千８０８万６千円、収入済額６億６千６８万８千８２１円、

１項県負担金と２項県補助金です。 

 ６款財産収入、予算現額１３万３千円、収入済額１３万２千８２０円、１項財産運用収入です。 

 ７款繰入金、予算現額８億６千８９８万９千円、収入済額８億６千８９８万９千円、１項他会

計繰入金と２項基金繰入金です。 

 ８款繰越金、予算現額１億２５９万１千円、収入済額１億２５９万１千３８６円、１項繰越金

です。 

 ９款諸収入、予算現額４千円、収入済額１７万６千９９２円、１項延滞金、加算金及び過料と

２項雑入です。 

 歳入合計です。予算現額４９億６千５８６万５千円、収入済額４８億２千６３８万５千

４４１円、不納欠損額９４４万７千２００円、収入未済額１千７０９万６千７４１円となりまし

た。 

 続いて、歳出の主な内容について御説明をさせていただきます。 

 １枚はねていただきまして、１３２、１３３ページを御覧ください。 

 １款総務費、予算現額１億１千９７６万４千円、支出済額１億２０７万７千６８７円、１項総

務費から４項趣旨普及費までです。主なものは、１項では職員人件費及び一般管理費、２項では

賦課徴収費、３項では介護認定審査費などになります。 
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 ２款保険給付費、予算現額４５億２千９５５万８千円、支出済額４２億８千１９９万２千

４８１円、１項介護サービス等費から４項特定入所者介護サービス費までです。主なものは、各

種介護サービスに係る給付費です。 

 ３款地域支援事業費、予算現額２億８万１千円、支出済額１億７千３４１万５千６６２円、

１項介護予防・生活支援サービス事業費から４項その他諸費までです。主なものは、総合事業に

係る訪問型サービスや通所サービスの事業費、介護予防ケアマネジメント事業費、一般介護予防

事業費、地域包括支援センター運営費などです。 

 ４款基金積立金、予算現額７千８１万６千円、支出済額７千８１万５千８２０円、１項基金積

立金です。 

 ５款諸支出金、予算現額４千４６４万６千円、支出済額４千３９１万１千２９８円、１項償還

金及び還付加算金と２項繰出金です。主なものは、１項償還金及び還付加算金では、第１号被保

険者の保険料還付金と国及び県などへの償還金、２項繰出金では一般会計への繰出金です。 

 ６款予備費、予算現額１００万円、支出済額はありません。１項予備費です。 

 歳出合計です。予算現額４９億６千５８６万５千円、支出済額４６億７千２２１万２千

９４８円。 

 歳入歳出差引残額です。歳入歳出差引残額は１億５千４１７万２千４９３円となりました。 

 認定第３号の説明は以上でございます。 

議  長（八木 勝之君） 

 日程第１７、認定第５号 令和２年度清須市水道事業決算認定について及び日程第１８、認定

第６号 令和２年度清須市下水道事業決算認定についての２議案について、建設部長より内容の

説明を求めます。 

 永渕建設部長。 

＜ 建設部長（永渕 貴徳君）登壇 ＞ 

建設部長（永渕 貴徳君） 

 建設部長の永渕でございます。よろしくお願いいたします。 

 認定第５号 令和２年度清須市水道事業決算認定について御説明を申し上げます。 

 別冊の令和２年度清須市水道事業決算書、清須市下水道事業決算書の３ページをお開きくださ

い。 

 認定第５号 
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 令和２年度清須市水道事業決算認定について 

 地方公営企業法第３０条第４項の規定により、令和２年度清須市水道事業決算を別冊監査委員

の意見をつけて議会の認定に付する。 

 令和３年８月３０日提出 

 清須市長 永田純夫 

 ６ページ、７ページをお開きください。 

 令和２年度清須市水道事業決算報告書について、主な内容を御説明申し上げます。 

 （１）収益的収入及び支出について御説明をいたします。 

 収入 

 １款水道事業収益、予算額２億４千６８９万５千円、決算額２億２千４２８万５千５０円、

１項営業収益から３項特別利益まででございます。 

 支出 

 １款水道事業費用、予算額２億２千２９７万３千円、決算額１億９千６２３万８千５８円、

１項営業費用から３項特別損失まででございます。 

 １枚はねていただきまして、８ページ、９ページをお開きください。 

 （２）資本的収入及び支出について御説明申し上げます。 

 収入 

 １款資本的収入、予算額４千７５万５千円、決算額４千３５９万３７６円、１項工事負担金、

２項県補助金。 

 支出 

 １款資本的支出、予算額１億７千５３２万５千円、決算額１億５千１１２万５千４８２円、

１項建設改良費から３項県補助金返還金まででございます。なお、資本的収入額が資本的支出額

に不足する額１億７５３万５千１０６円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額

４２３万９千６１８円、当年度分損益勘定留保資金３千３０４万９千４７２円、繰越利益剰余金

処分額１千２１万２千３８４円、減債積立金５６１万円及び建設改良積立金５千４４２万３千

６３２円で補填をいたしました。 

 １３ページを御覧ください。 

 令和２年度清須市水道事業損益決算書について御説明申し上げます。 

 １ 営業収益１億８千３８３万６千９９７円、（１）給水収益から（３）その他営業収益まで
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でございます。 

 ２ 営業費用１億７千４１０万５千５５８円、（１）原水及び浄水費から（６）資産減耗費ま

ででございます。 

 営業収益と営業費用の差引き９７３万１千４３９円が営業利益となっております。 

 ３ 営業外収益２千４１万１千２７６円、（１）受取利息及び配当金から（４）他会計補助金

まででございます。 

 ４ 営業外費用７７６万７千４４５円、（１）支払利息、（２）雑支出でございます。 

 営業外収益と営業外費用の差引き１千２６４万３千８３１円に営業利益を合わせました経常利

益は２千２３７万５千２７０円となります。 

 ５ 特別利益１６４万８千７７５円、（１）過年度損益修正益、６ 特別損失２５万７千

６２１円、（１）過年度損益修正損でございます。 

 特別利益と特別損失の差引き１３９万１千１５４円に経常利益を合わせました当年度純利益は

２千３７６万６千４２４円となりました。 

 当年度純利益に前年度繰越利益剰余金２千４７６万４千４８０円、その他未処分利益剰余金変

動額６千３万３千６３２円を合わせまして、当年度未処分利益剰余金といたしまして１億

８５６万４千５３６円となりました。 

 認定第５号の説明を以上でございます。 

 続きまして、認定第６号 令和２年度清須市下水道事業決算認定について御説明申し上げます。 

 別冊の令和２年度清須市水道事業決算書、清須市下水道事業決算書の４１ページをお開きくだ

さい。 

 認定第６号 

 令和２年度清須市下水道事業決算認定について 

 地方公営企業法第３０条第４項の規定により、令和２年度清須市下水道事業決算を別冊監査委

員の意見をつけて議会の認定に付する。 

 令和３年８月３０日提出 

 清須市長 永田純夫 

 ４４ページ、４５ページをお開きください。 

 令和２年度清須市下水道事業決算報告書について、主な内容について御説明申し上げます。 

 （１）収益的収入及び支出について御説明申し上げます。 
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 収入 

 １款下水道事業収益、予算額１７億２千６２８万４千円、決算額１７億５千４２５万２千

７８９円、１項営業収益から３項特別利益まででございます。 

 支出 

 １款下水道事業費用、予算額１６億５千５５３万７千円、決算額１５億５千８２２万８千

１４８円、１項営業費用から４項予備費まででございます。 

 １枚はねていただきまして、４６ページ、４７ページをお開きください。 

 （２）資本的収入及び支出について御説明申し上げます。 

 収入 

 １款資本的収入、予算額２０億７千９８２万１千円、決算額１８億６千９８０万５千６００円、

１項企業債から７項その他資本的収入まででございます。 

 支出 

 １款資本的支出、予算額２７億５６９万１千円、決算額２３億６千６６８万３千３６０円、

１項建設改良費から４項その他資本的支出まででございます。なお、資本的収入額が資本的支出

額に不足する額５億５千１６９万２千３６０円は過年度分損益勘定留保資金５千４４５万５千

６４０円、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額５千４７５万６千５１０円、当年度

分消費税及び地方消費税資本的収支調整額３５６万３千８８５円、繰越工事資金３億３千

１０７万２千４７４円及び引継金１億７８４万３千８５１円で補填をいたしました。 

 ５１ページを御覧ください。 

 令和２年度清須市下水道事業損益計算書について御説明申し上げます。 

 １ 営業収益６億７千４２９万６千７９６円、（１）下水道使用料から（３）その他営業収益

まででございます。 

 ２ 営業費用１３億５千６００万８千３０２円、（１）管渠費から（８）資産減耗費まででご

ざいます。 

 営業収益と営業費用の差引き６億８千１７１万１千５０６円が営業損失となっております。 

 ３ 営業外収益９億５千３８８万２千６３３円、（１）他会計負担金から（３）その他営業外

収益まででございます。 

 ４ 営業外費用１億８千８０９万３千７４１円、（１）支払利息、（２）雑支出でございます。 

 営業外収益と営業外費用の差引き７億６千５７８万８千８９２円となっておりまして、これに
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営業損失を合わせました経常利益は８千４０７万７千３８６円となります。 

 ５ 特別利益６１４万７千４０４円、（１）過年度損失修正益、（２）その他特別利益、

６ 特別損失２万７千７２７円、（１）過年度損益修正損でございます。 

 特別利益と特別損失の差引き６１１万９千６７７円に経常利益を合わせました当年度純利益は

９千１９万７千６３円となりました。当年度純利益に前年度繰越欠損金４億５千３５２万７千

１７円を合わせまして、当年度未処理欠損金といたしまして３億６千３３２万９千９５４円とな

りました。 

 認定第６号の説明は以上でございます。 

議  長（八木 勝之君） 

 日程第１９、議案第３７号 清須市個人情報保護条例及び清須市行政手続における特定の個人

を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に

関する条例の一部を改正する条例案及び日程第２０、議案第３８号 清須市税条例の一部を改正

する条例案の２議案について、総務部長より内容の説明を求めます。 

 岩田総務部長。 

＜ 総務部長（岩田 喜一君）登壇 ＞ 

総務部長（岩田 喜一君） 

 総務部長、岩田です。 

 議案第３７号及び議案第３８号について御説明します。 

 それでは、市長提出議案等の１５ページを御覧ください。 

 議案第３７号 

 清須市個人情報保護条例及び清須市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する

条例案 

 上記の議案を提出する。 

 令和３年８月３０日提出 

 清須市長 永田純夫 

 提案理由です。 

 この案を提出するのは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律、いわゆるマイナンバー法の一部改正に伴い、規定を整理する必要があるからです。 
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 １枚はねていただきまして、１６ページを御覧ください。 

 清須市個人情報保護条例及び清須市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する

条例案 

 清須市個人情報保護条例及び清須市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する

条例 

 第１条は、個人情報保護条例の一部改正です。 

 デジタル庁の設置に伴い、内閣総理大臣が情報提供、ネットワークシステムの設置及び管理を

行うこととなるため、情報提供等記録を訂正した場合の通知先に係る規定を総務大臣から内閣総

理大臣に改正するものです。 

 その他の改正は、第２条の個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正を

含め、引用規定の号ずれを整理するものです。 

 附則です。 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 議案第３７号の説明は以上です。 

 続きまして、議案第３８号について御説明します。 

 右側の１７ページを御覧ください。 

 議案第３８号 

 清須市税条例の一部を改正する条例案 

 上記の議案を提出する。 

 令和３年８月３０日提出 

 清須市長 永田純夫 

 提案理由です。 

 この案を提出するのは、地方税法の一部改正に伴い、個人市民税の医療費控除の特例期間の延

長等を行う必要があるからです。 

 １枚はねていただきまして、１８ページを御覧ください。 

 併せて、黄緑色の表紙の市長提出議案等説明資料の１２ページも御覧いただけると幸いです。 

 清須市税条例の一部を改正する条例案 
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 清須市税条例の一部を改正する条例 

 清須市税条例の一部を次のように改正する。 

 第２４条とページ中ほどの附則第５条の改正は、個人市民税の国外居住親族の取扱いの規定の

整理です。均等割、所得割の非課税限度額の算定基礎となる扶養親族から規定に該当しない

３０歳以上７０歳未満の国外居住親族を除外するための改正です。 

 その下、附則第６条の改正は、個人市民税の医療費控除の特例期間を令和８年１２月３１日ま

で延長するための改正です。 

 その下、附則第１０条の改正は、固定資産税の課税標準の特例の規定の整備です。特定都市河

川浸水被害対策法等に基づき、認定を受けて整備された雨水貯留浸透施設について、課税標準額

を当該課税標準額の３分の１とするための改正です。 

 最後、附則第２２条の改正は、法人税割の税率の特例期間の延長です。都市基盤整備を推進す

る財源確保のため、法人税割の税率の特例期間を令和９年３月３１日まで延長するための改正で

す。 

 その他の改正は、用語の整理等です。 

 附則です。 

 まず、第１条の施行期日です。 

 個人市民税の医療費控除の特例期間の施行期日は、令和４年１月１日です。 

 第１号、法人税割の税率の特例期間の延長の施行期日は、公布の日です。 

 第２号、個人市民税の国外居住親族の取扱いの施行期日は、令和６年１月１日です。 

 右側の１９ページを御覧ください。 

 第３号、固定資産税の課税標準の特例の施行期日は、改正特定都市河川浸水被害対策法等の施

行の日、令和３年５月１０日から６月を超えない範囲で政令で定める日となります。 

 附則第２条は、市民税に関する経過措置の規定です。 

 議案第３７号及び議案第３８号の説明は以上です。 

議  長（八木 勝之君） 

 日程第２１、議案第３９号 清須市子ども医療費支給条例の一部を改正する条例案について、

市民環境部長より内容の説明を求めます。 

 石田市民環境部長。 

＜ 市民環境部長（石田 隆君）登壇 ＞ 
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市民環境部長（石田 隆君） 

 市民環境部長の石田でございます。 

 議案第３９号について御説明いたします。 

 市長提出議案等の２１ページをお願いいたします。 

 議案第３９号 

 清須市子ども医療費支給条例の一部を改正する条例案 

 上記の議案を提出する。 

 令和３年８月３０日提出 

 清須市長 永田純夫 

 提案理由です。 

 この案を提出するのは、入院による医療に係る子ども医療費の対象者を１８歳に達する日以後

の最初の３月３１日までの間にある者に拡大するため、必要があるからです。 

 １枚はねていただきまして、２２ページをお願いいたします。 

 清須市子ども医療費支給条例の一部を改正する条例案 

 清須市子ども医療費支給条例の一部を改正する条例 

 清須市子ども医療費支給条例の一部を次のように改正する。 

 それでは、別冊の黄緑色の参考資料①の１３ページをお開きください。 

 現行の本市子ども医療費につきましては、中学校世代である１５歳に達する日以後の最初の

３月３１日までにおいて、入院及び通院に係る医療費を支給することで実質医療費の無償化を行

っております。 

 今回の改正では、これに加え、入院に係る医療費を支給する対象者を高校生世代である１８歳

に達する日以後の最初の３月３１日までの間にあたるものまで拡大するもので、令和２年県内出

生率１位となった本市の子どもの福祉増進並びに子育て世代の経済的な負担を軽減するものでご

ざいます。 

 市長提出議案等の説明資料２２、２３ページに戻っていただきますと、ただいま御説明いたし

ました内容につきまして条文を整理したものになります。 

 最後に、２３ページの一番下になりますが、附則としまして、１項施行期日ですが、この条例

は、令和３年１０月１日から施行するものです。 

 １枚はねていただきまして、２４ページをお願いいたします。 
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 ２項経過措置、この条例の施行前に行われた診療、薬剤の支給または手当に係る医療費の支給

については、なお、従前の例によるところでございます。 

 ３項今回の条例案の改正に伴い、清須市精神障害者医療支給条例の一部を改正するものです。 

 議案第３９号の御説明は以上でございます。 

議  長（八木 勝之君） 

 日程第２２、議案第４０号 令和２年度清須市水道事業未処分利益剰余金の処分について、建

設部長より内容の説明を求めます。 

 永渕建設部長。 

＜ 建設部長（永渕 貴徳君）登壇 ＞ 

建設部長（永渕 貴徳君） 

 建設部長の永渕でございます。よろしくお願いいたします。 

 議案第４０号 

 令和２年度清須市水道事業未処分利益剰余金の処分について御説明申し上げます。 

 提出案件の２５ページをお願いいたします。 

 議案第４０号 

 令和２年度清須市水道事業未処分利益剰余金の処分について 

 令和２年度清須市水道事業未処分利益剰余金１億８５６万４千５３６円のうち７千２４万６千

１６円を資本金に組み入れ、残余を繰り越すことについて、地方公共企業法第３２条第２項の規

定により、議会の議決を求める。 

 令和３年８月３０日提出 

 清須市長 永田純夫 

 別冊の令和２年度清須市水道事業決算書、清須市下水道事業決算書の１４ページ、１５ページ

をお開きください。 

 中断より下の表になります。よろしくお願いいたします。 

 令和２年度清須市水道事業剰余金処分計算書（案）について、主な内容について御説明申し上

げます。 

 当年度の資本金、資本剰余金、未処分利益剰余金の残高はここに記載のとおりでございます。 

 議会の議決による処分額といたしまして、未処分利益剰余金１億８５６万４千５３６円から繰

越利益剰余金処分相当額１千２１万２千３８４円、減債積立金取崩相当額５６１万円、建設改良
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積立金取崩相当額５千４４２万３千６３２円を資本金に組み入れる処分案としております。処分

後の残高は繰越利益剰余金といたしまして３千８３１万８千５２０円となります。 

 議案第４０号の説明は以上でございます。 

議  長（八木 勝之君） 

 ここでお諮りをいたしますが、このまま会議を続けたいと思いますが、御異議はございません

でしょうか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

議  長（八木 勝之君） 

 ありがとうございます。 

 それでは、日程第２３、議案第４１号 令和３年度清須市一般会計補正予算（第６号）案につ

いて、総務部長より内容の説明を求めます。 

 岩田総務部長。 

＜ 総務部長（岩田 喜一君）登壇 ＞ 

総務部長（岩田 喜一君） 

 総務部長、岩田です。 

 議案第４１号について御説明します。 

 令和３年度一般会計・特別会計補正予算書及び説明書の１ページを御覧ください。 

 議案第４１号 

 令和３年度清須市一般会計補正予算（第６号） 

 令和３年度清須市の一般会計補正予算（第６号）は、次に定めるところによる。 

 第１条 歳入歳出予算の補正です。 

 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７億６千５１４万１千円を追加し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ２９１億８千３２０万２千円とする。 

 ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の

金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 令和３年８月３０日提出 

 清須市長 永田純夫 

 １枚はねていただきまして、２ページを御覧ください。 

 第１表 歳入歳出予算補正です。 
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 まず、歳入です。 

 １０款地方特例交付金、補正額１８５万２千円の減額、１項地方特例交付金です。 

 １１款地方交付税、補正額７億７６５万９千円の増額、１項地方交付税です。 

 １５款国庫支出金、補正額１億１千５７３万８千円の増額、１項国庫負担金と２項国庫補助金

です。主なものは、１項国庫負担金の新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金５千

４６７万７千円と２項国庫補助金のうち新型コロナワクチン接種体制確保事業費補助金５千

３４１万３千円です。 

 １６款県支出金、補正額１億５千４２９万９千円、２項県補助金です。民間が運営する有料老

人ホーム建設に係る介護施設等整備事業費補助金です。 

 １９款繰入金、補正額１０億２７８万２千円の減額、１項特別会計繰入金と２項基金繰入金で

す。主なものは、２項基金繰入金のうち今までに予定した財政調整基金の繰入れを取りやめる財

政調整基金繰入金で、１２億４千３４万１千円の減額です。今補正後の財政調整基金の現在高は

２３億６千８７２万６千円となります。 

 ２０款繰越金、補正額７億９千２０７万９千円の増額、１項繰越金です。 

 右側の３ページを御覧ください。 

 歳出です。 

 ２款総務費、補正額４億６千４０４万２千円の増額、１項総務管理費です。今後の財政需要を

考慮し、減債基金、都市計画施設基金及び義務教育施設整備基金にそれぞれ積立てを行う基金管

理費です。 

 ３款民生費、補正額１億７千７８０万９千円の増額、１項社会福祉費と２項児童福祉費です。

主なものは、１項社会福祉費のうち在宅介護を担う家族の負担を軽減するため、認知症高齢者等

に対する個人賠償責任保険事業を新たに実施するための高齢者在宅福祉費１１万４千円と子育て

世代を支援するため、今年１０月から入院は高校生等も無料の対象となるよう、子ども医療費助

成の対象年齢を１８歳以下まで引き上げるための福祉医療費３９４万４千円です。 

 ４款衛生費、補正額１億８０９万円の増額、１項保健衛生費です。新型コロナワクチンの接種

体制の変更等に伴う予防接種費です。 

 １０款教育費、補正額１千５２０万円の増額、２項小学校費と３項中学校費です。国の補正予

算の学校保険特別対策事業に呼応した小学校及び中学校管理費です。 

 議案第４１号の説明は以上です。 
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議  長（八木 勝之君） 

 日程第２４、議案第４２号 令和３年度清須市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）案及

び日程第２６、議案第４４号 令和３年度清須市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）案

の２議案について、市民環境部長より内容の説明を求めます。 

 石田市民環境部長。 

＜ 市民環境部長（石田 隆君）登壇 ＞ 

市民環境部長（石田 隆君） 

 市民環境部長の石田でございます。 

 初めに、議案第４２号について御説明いたします。 

 別冊の令和３年度一般会計・特別会計補正予算書及び説明書の２３ページをお願いいたします。 

 議案第４２号 

 令和３年度清須市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

 令和３年度清須市の国民健康保険特別会計補正予算（第２号）は、次の定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億１千１２４万１千円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ５７億７千９７７万８千円とする。 

 ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の

金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 令和３年８月３０日提出 

 清須市長 永田純夫 

 １枚はねていただきまして、２４ページをお願いいたします。 

 歳入について御説明いたします。 

 ７款繰越金、補正額１億１千１２４万１千円の増額、１項繰越金です。 

 次に、右側２５ページをお願いいたします。 

 歳出について御説明いたします。 

 ８款諸支出金、補正額１億１千１２４万１千円の増額、２項繰出金です。 

 議案第４２号の説明は以上でございます。 

 続きまして、議案第４４号について御説明いたします。 

 令和３年度一般会計・特別会計補正予算書及び説明書の４７ページをお願いいたします。 
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 議案第４４号 

 令和３年度清須市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

 令和３年度清須市の後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７千２９２万７千円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ１７億８４０万３千円とする。 

 ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の

金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 令和３年８月３０日提出 

 清須市長 永田純夫 

 １枚はねていただきまして、４８ページをお願いいたします。 

 歳入について御説明いたします。 

 ３款繰越金、補正額２千８０４万円の増額、１項繰越金です。 

 ４款諸収入、補正額４千４８８万７千円の増額、３項雑入です。 

 次に、右側４９ページをお願いします。 

 歳出について御説明いたします。 

 ２款後期高齢者医療広域連合納付金、補正額１４１万９千円の増額、１項後期高齢者医療広域

連合納付金です。 

 ３款諸支出金、補正額７千１５０万８千円の増額、２項繰出金です。 

 議案第４４号の御説明は以上でございます。 

議  長（八木 勝之君） 

 日程第２５、議案第４３号 令和３年度清須市介護保険特別会計補正予算（第１号）案につい

て、健康福祉部長より内容の説明を求めます。 

 加藤健康福祉部長。 

＜ 健康福祉部長兼企画部新型コロナウイルスワクチン接種対策監（加藤 久喜君）登壇 ＞ 

健康福祉部長兼企画部新型コロナウイルスワクチン接種対策監（加藤 久喜君） 

 健康福祉部長の加藤でございます。よろしくお願いいたします。 

 議案第４３号について御説明をいたします。 

 令和３年度一般会計・特別会計補正予算書及び説明書の３５ページを御覧ください。 
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 議案第４３号 

 令和３年度清須市介護保険特別会計補正予算（第１号） 

 令和３年度清須市の介護保険特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億５千７３１万２千円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ５０億７千６４７万６千円とする。 

 ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の

金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 令和３年８月３０日提出 

 清須市長 永田純夫 

 １枚はねていただきまして、３６ページを御覧ください。 

 第１表 歳入歳出予算補正の歳入を御説明させていただきます。 

 ３款国庫支出金、補正額３４万円の増額、２項国庫補助金です。 

 ５款県支出金、補正額６万１千円の増額、１項県負担金です。 

 ７款繰入金、補正額２７４万円の増額、１項他会計繰入金です。 

 ８款繰越金、補正額１億５千４１７万１千円の増額、１項繰越金です。 

 右側の３７ページを御覧ください。 

 歳出を説明させていただきます。 

 １款総務費、補正額３０８万円の増額、１項総務管理費です。主なものは、介護報酬改定に伴

うシステム改修費です。 

 ４款基金積立金、補正額８千３２６万３千円の増額、１項基金積立金です。主なものは、精算

に伴う介護給付費準備基金積立金です。 

 ５款諸支出金、補正額７千９６万９千円の増額、１項償還金及び還付加算金と２項繰出金です。

主なものは、精算に伴う国庫県支出金の返還金です。 

 議案第４３号の説明は以上でございます。 

議  長（八木 勝之君） 

 日程第２７、報告第６号 令和２年度清須市決算の健全化判断比率等について及び日程第２８、

報告第７号 尾張土地開発公社令和２年度決算に関する書類についての２案件について、総務部

長より内容の説明を求めます。 
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 岩田総務部長。 

＜ 総務部長（岩田 喜一君）登壇 ＞ 

総務部長（岩田 喜一君） 

 総務部長、岩田です。 

 報告第６号及び報告第７号について御説明します。 

 それでは、市長提出議案等の２７ページを御覧ください。 

 報告第６号 

 令和２年度清須市決算の健全化判断比率等について 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第２２条第１項の規定により、当

該決算の健全化判断比率及び資金不足比率を別紙のとおり報告する。 

 令和３年８月３０日提出 

 清須市長 永田純夫 

 １枚はねていただきまして、２８ページを御覧ください。 

 別紙１ 令和２年度清須市決算の健全化判断比率等について 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定により、当該決算の健全化判断

比率に別冊監査委員の意見をつけて次のとおり報告する。 

 下の表を御覧ください。 

 実質赤字比率及び連結実質赤字比率は、共に赤字が生じていないため、それぞれ比率は算出さ

れませんでした。 

 実質公債費比率は、下段の表、標準財政規模が増加したことに伴い、前年度比マイナス０．

５ポイントの１．５％となりました。 

 将来負担比率は、西春日井福祉会が実施する第６特別養護老人ホーム建設に係る債務負担行為

や五条広域事務組合が斎苑建設のために起債した事業債に対する将来負担額の増加に伴い、前年

度比プラス８．１ポイントの８．９％となりました。 

 健全化判断比率は、それぞれ早期健全化判断比率を大幅に下回っています。 

 右側の２９ページを御覧ください。 

 別紙２ 令和２年度清須市決算の資金不足比率について 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定により、当該決算の資金不足

比率に別冊監査委員の意見をつけて、次のとおり報告する。 
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 下の表を御覧ください。 

 水道事業会計及び下水道事業会計は、共に資金不足を生じていないため、それぞれ経営健全化

基準を大幅に下回っています。 

 報告第６号の説明は以上です。 

 １枚はねていただきまして、右側の３１ページを御覧ください。 

 報告第７号 

 尾張土地開発公社令和２年決算に関する書類について 

 地方自治法第２４３条の３第２項の規定により、尾張土地開発公社の令和２年度決算に関する

書類を別冊のとおり提出する。 

 令和３年８月３０日提出 

 清須市長 永田純夫 

 それでは、別冊の令和２年度尾張土地開発公社決算書の１ページを御覧ください。 

 令和２年度尾張土地開発公社事業報告書です。 

 １ 総括事項 

 令和２年度の事業は、取得面積が２千５４１．８９平方メートル、取得金額が１億７千

６１７万２千６７０円、処分面積が６千６７０．９５平方メートル、処分金額が４億８０万

７２２円でした。 

 ２枚はねていただきまして、４ページを御覧ください。 

 ６ 決算報告書 

 （１）収益的収入及び支出です。 

 上段の表の収益的収入は、右から２つ目の決算額の欄の一番下の合計４億４６３万１千

１６２円。 

 下段の表の収益的支出は、右から３つ目の決算額の欄の一番下の合計４億３４８万３千

２９１円でした。 

 右側の５ページを御覧ください。 

 （２）資本的収入及び支出です。 

 上段の表の資本的収入は、右から２つ目の決算額の欄の一番下の合計５億７千６９７万３千

３９２円。 

 下段の表の資本的支出は、右から３つ目の決算額の欄の一番下の合計５億７千６９７万３千
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３９２円の同額です。 

 最後に、清須市に関連する事業について御説明します。 

 １枚お戻りいただきまして、右側の３ページを御覧ください。 

 令和２年度決算の清須市関連事業は、一番右の備考欄、上から８番目、東郷町の下の清須市の

行を御覧ください。 

 事業名は一場公民館整備用地取得事業１、１というのは、令和元年度に取得した事業という意

味です。処分面積が５２５．６４平方メートル、処分金額は１千７４９万２５４円となっていま

す。 

 報告第６号及び報告第７号の説明は以上です。 

議  長（八木 勝之君） 

 これで、報告第６号及び報告第７号の報告を終わります。 

 最後に、日程第２９、発議第１号 定数改善計画の早期策定・実施と義務教育費国庫負担制度

の堅持及び拡充を求める意見書（案）を議題といたします。 

 提出者であります白井議員より、提案理由及び内容の説明を求めます。 

 説明は発言席でお願いいたします。 

 白井議員。 

＜ １９番議員（白井 章君）登壇 ＞ 

１９番議員（白井 章君） 

 議席１９番、白井 章でございます。 

 発議第１号の意見書案の内容について説明させていただきます。 

 発議第１号 

 定数改善計画の早期策定・実施と義務教育費国庫負担制度の堅持及び拡充を求める意見書（案） 

 このことについて別紙のとおり意見書を提出するものとする。 

 令和３年８月３０日提出 

 提出者 清須市議会議員 白井 章 

 賛成者 清須市議会議員 天野武藏、久野 茂、高橋哲生、加藤光則、飛永勝次、下堂薗 稔、

冨田雄二 

 はねていただきまして、意見書（案）を朗読し、提案理由の説明とさせていただきます。 

 定数改善計画の早期策定・実施と義務教育費国庫負担制度の堅持及び拡充を求める意見書（案） 
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 未来を担う子どもたちが夢や希望を持ち、健やかに成長していくことは、全ての国民の切なる

願いである。しかし、学校現場では子どもたちの健全育成に向けて日々真摯に教育活動に取り組

んでいるものの、いじめや不登校など子どもたちを取り巻く教育課題は依然として解決されてい

ない。 

 また、特別な支援や日本語教育を必要とする子どもも多く、一人ひとりに応じた適切な支援を

行うための十分な時間が確保できないなどの課題にも直面している。 

 さらに、小学校、中学校ともに新学習指導要領が全面実施となり、学習内容の増加により、子

どもたちや学校現場の負担となっている。 

 本年度、義務標準法の改正に伴い、小学校について学級編制の標準が５年かけて、学年進行で

３５人に計画的に引き下げられることとなり、政府予算において、少人数によるきめ細やかな指

導体制の整備のために７４４人の定数措置がなされた。しかし、中学校における少人数学級の推

進については、附帯決議の中で触れられることにとどまった。また、依然として教職員定数改善

計画は示されておらず、子どもたちの健やかな成長を支えるための施策としては、不十分なもの

であると言わざるを得ない。 

 少人数学級は、地域・保護者からも一人ひとりの子どもにきめ細かな対応ができるという声が

多く聞かれる。山積する課題に対応し、全ての子どもたちに行き届いた教育を行うためにも、少

人数学級のさらなる拡充を含めた定数改善計画の早期策定・実施が不可欠である。 

 また、子どもたちが全国どこに住んでいても、均等に一定水準の教育が受けられることが憲法

上の要請である。しかし、三位一体改革により、義務教育費国庫負担制度の国庫負担率は、２分

の１から３分の１に引き下げられたままであり、自治体の財政は圧迫されている。教育の機会均

等と水準確保のために、義務教育費国庫負担制度の堅持とともに、国庫負担率を２分の１へ復元

することは、国が果たさなければならない大きな責任の１つである。 

 よって貴職においては、来年度の政府予算編成にあたり、定数改善計画の早期策定・実施と義

務教育費国庫負担制度の堅持とともに、国庫負担率２分の１への復元に向けて十分な教育予算を

確保されるよう強く要望する。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 令和３年○○月○○日 

 清須市議会 

 内閣総理大臣、内閣官房長官、文部科学大臣、財務大臣、総務大臣 宛 
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 議員各位におかれましては、慎重に御審議の上、発議第１号につきまして御賛同いただきます

ようお願いいたしまして、説明を終わります。 

議  長（八木 勝之君） 

 以上で、本日の議事日程は全て終了いたしました。 

 なお、次回の本会議は、９月１日午前９時３０分から再開いたします。 

 早朝より大変御苦労さまでございました。 

 これをもちまして、本日は散会といたします。 

 

（ 時に午後 ０時１５分 散会 ） 

 


